
 

 

 

背景 

景観法は、「都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土

の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るた

め、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務

を定めるとともに、行為規制や公共施設の特例、支援の仕組み等を定めた法律」として、平

成 16 年 6 月に成立し、公布されました。 

この景観法においては、都市、農山漁村等それぞれの地域にあった良好な景観の形成を図

るため、都市計画、環境、農業、その地の分野の計画と十分連携を図りながら基本理念を定

め、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための様々な規制を行うととも

に、良好な景観の形成のための業務を適切に行う景観整備機構（公益法人やＮＰＯ法人）を

設けることにより、この組織による支援等を行うことができます。 

さらに計画策定には、景観行政団体（都道府県、市町村）のみならず住民等（事業者や地

域住民）も景観計画の提案をすることができることから、都市計画、建築、環境、農林漁業、

その地の分野の計画と住民等とが十分連携を図った計画として策定する必要があります。 

 

視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制緩和による
民間活力の導入
など効果的・効
率的な計画づく
り 

地域住民が積
極的に参画し
た計画づくり

景観計画策定 
３つの視点

快適で潤いあ
る地域を形成
する計画づく
り 

視点１ 

視点３視点２ 
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ステップ 

本計画策定は、原則としておよそ１年をかけ、「参画型の計画づくり」を基本に、住民・職員

の積極的参画のもとに景観計画案としてとりまとめていきます。計画策定の基本的なステップ

とその内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基礎調査と分析の実施 

○基礎データ、資料の収集・分析 

○住民アンケート調査の実施 

○トップヒアリング、関係各課ヒアリングの実施 

○住民会議（ワークショップ）の実施支援 

○景観特性の把握と景観に関する問題点・課題の整理 

■景観計画基本構想検討原案の策定 

○基本理念の設定 

○景観の類型別・構造別基本方針の設定 

■景観計画基本計画検討原案の策定 

○景観計画区域の検討 

○景観地区、準景観地区別基本計画の策定 

■計画実現のための各種手法の検討 

○基本構想、基本計画を実現するため、法制度の規制、各種事

業、住民参加推進のための支援・援助対策等を導入していく

ための検討 

■計画全体の補修正作業の実施と計画図書の作成支援 

○景観計画案に関するパブリックコメント（インターネット等

を活用した住民意見の聴取）の実施支援 

○景観計画案全体の補修正作業の実施 

ステップ４ 

ステップ３ 

ステップ５ 

景観計画の作成 

ステップ２ 

ステップ１ 
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